
 

 

 

 

 

 

年末から年始にかけて多種類の食品が短期間に大量に流通するため、食品の製造、加

工、調理、運搬、保存等における取扱いが粗雑で不衛生になりがちです。 

このため、食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品や添加物の適正な表示

などについて食品等事業者への監視指導を強化することにより、不良食品の流通を排除

するとともに、冬期における食中毒（特に、ノロウイルスによる食中毒）の発生防止及

び食品衛生の向上を図ります。 

この取締りは、毎年 12 月に実施しており、初日の 12 月１日（月）の監視予定は別紙

のとおりです。取材を希望される場合は、各監視施設へ直接御連絡ください。 

 

１ 実施期間    令和７年 12 月１日（月）～12月 26日（金） 

 

２ 実施機関    

（１） 香川県  ４保健所、食肉衛生検査所、環境保健研究センター 

（２） 高松市  高松市保健所 

 

３ 実施内容 

(１) 施設に対する立入検査等 

弁当屋、仕出し屋、集団給食施設、旅館等の大量調理施設や、食品を製造・加工す

る施設、スーパーマーケット等の食品販売施設に立ち入り、施設の衛生状態（使用水

の残留塩素測定や拭き取り検査を含みます。）や食品の保管状態、期限表示やアレルゲ

ン表示等の食品表示について確認するとともに、冬期に多発するノロウイルス食中毒

の発生防止の普及啓発を行います。 

 

【立入検査計画】 

 香川県 高松市 合  計 

対象施設数 約 3,100 約 2,500 約 5,600 

計画施設数 約 1,000      約 600    約 1,600 

 

  

令和７年 11 月 25 日(火) 

生活衛生課 食品衛生・諸営業グループ 

担当者：藤井、梶田（内線 3265、3267） 
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食品等の年末一斉取締りを行います！  

高松市政記者クラブへも同時に

資料提供しています。 



(２) 食品等の検査 

食品の製造施設や販売施設に立ち入り、食品（冷凍食品、食肉製品、生食用かき、

魚肉練り製品、野菜等）を持ち帰り、細菌、添加物、残留農薬などの検査を行うこと

により、不良食品等の発見探知に努めます。 

 香川県 高松市 合  計 

計画件数 約 250 約 35 約 285 

 

４ 令和６年度の実施結果 

(１) 施設に対する立入検査結果                      

 香川県 高松市 合 計 

立入施設数 962 572 1,534 

食品等の衛生的な

取扱い、施設の衛

生管理及び表示に

関する不良項目発

見施設数 

26 24 50 

不良率 2.7% 4.2% 3.3% 

 

(２) 食品等の検査結果 

 香川県 高松市 合 計 

試験検査件数 207 23 230 

不良件数 １ 0 1 

不良率 0.5% 0% 0.4% 

 

５ その他 

  ・食中毒発生状況 

令和６年（年間） 香川県 高松市 合計 

発生件数 ８件 ３件 11件 

患者数 97名 63名 160名 

死者数  ０名  ０名  ０名 

 

令和７年（現在） 香川県 高松市 合計 

発生件数 ４件 ７件 11件 

患者数 13名 139名 152名 

死者数 ０名 ０名 ０名 

 

<主な不良の理由（香川県）> 

・商品の温度管理の不備 

・製造者氏名やアレルゲン等表示の欠落 

・商品ラベルの貼付ミスによる誤表示 

<主な不良の理由（香川県）> 

・牛乳の成分規格違反（乳脂肪分不足） 



別紙 

食品等の年末一斉取締りにおける 12月１日（月）の監視計画 

  
 初日の 12 月 1 日（月）には、営業許可・届出施設数 400件程度※の立入を予定してい

ます。以下の施設について取材を希望される場合は、各立入監視施設へ直接ご連絡をお

願いします。 

※スーパーに食肉販売店、魚介類販売店、飲食店などが入っている場合、立入施設数

は、それぞれ１施設として計上します。 

 

１  立入監視施設 

  ・香川県（中讃保健所） 

 立入時間 監 視 施 設 名 施 設 所 在 地 電話番号 

１ 10:00 フジグラン丸亀 香川県丸亀市川西町南 1280-1 0877-57-2411 

 

  ・高松市（高松市保健所） 

 立入時間 監 視 施 設 名 施 設 所 在 地 電話番号 

１ 13:00 イオン高松 高松市香西本町１−１ 087-842-8000 

   立入時間は予定であり、前後する可能性があります。 

 

２  立入時の確認事項 

○施設の衛生状態       ○手指消毒液の管理状況 

○食品の衛生的な取扱い状況     ○使用原材料 

○商品の品質管理状態     ○食品の表示事項  

 

３ 立入時の実施事項 

○食品の保存温度の測定   ○使用水の残留塩素測定 

○食中毒予防チラシの配布   

 

４  出動班数 

12月 1 日の出動班数等は、次のとおりです。 

香川県として、10 班 24名出動（上記 １立入監視施設を含む。） 

高松市として、２班 ６名出動（上記 １立入監視施設を含む。） 

県下で、   12 班 30名出動（高松市を含む。） 


